
ふるさと納税ワンストップ特例制度について 

「ワンストップ特例制度」は確定申告を行わなくても税の軽減を受けることができる制度です。ワンストップ特

例制度を利用した場合は所得税からの還付は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の６月以降に支払う個人住民税

がまとめて軽減されます。 

ワンストップ特例制度の申請を希望される方は、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項をご記入の

上、ふるさと納税を行った翌年の１月 10日（必着）までに椎葉村へご提出ください。 

 

以下２つの条件をすべて満たしている方がワンストップ特例制度の対象となります。 

１ 確定申告等を行う必要のない給与所得者 

 （確定申告を行った場合ワンストップ特例申請の提出があっても無効となり、確定申告が優先される） 

２ ふるさと納税をされる自治体の数が年内に５自治体以内の方 

 

※ワンストップ特例申請を行う場合は、寄附をするごとに特例申請書の提出が必要となります。 

※申請書の提出後に住所・氏名の変更があった場合は、ふるさと納税を行った翌年の１月 10 日までに変更届出書

を椎葉村へ提出してください。 

 

・記入例・ 

 

・太枠内のすべての項目を記入又はご確認 

ください。ご確認の上、押印してください 

・個人番号は必ずご記入ください。 

 

 

 

 

・寄附をした年月日と寄附金額をご確認 

ください。 

 

 

 

 

 

・確定申告をする必要のない方はチェック 

してください。 

 

 

 

・ワンストップ特例制度で、寄附をする 

自治体が５つ以下であると見込まれる場合 

のみチェックしてください。 


